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1．もう一つのNIKE戦略情報入手

　スポーッグッズと多国籍企業の第三国プラント

戦略が80年代以降急速に進んでいる。こうした

中、世界の頂点に上り詰めたNike　Inc，の広告・

販売戦略はスポーツグッズにとどまらす、有名ス

ポーツ選手を用いた広告やCMのあり方にも新風

を巻き起こし、世界の注目を集めている。

　だが、こうした華々しい世界の裏側はほとんど

知られていない。否、知られていないのはわが国

だけであるかもしれない。日本のマスコミはまっ

たくこうした問題を扱ってこなかったからであ

る。

　1996年10月、秋田大学の深澤氏からGeorge　H．

Sagc’PhysicalEducation，Spo註，andtheGlobal

Political　Economy：Human　Considerationsの報告レ

ジメIlを入手した。そこでセージは、体育教育を

考える上で視野を広げる必要があることを提起

し、日頃手にする運動用具の生産が発展途上国の

悲惨な労働条件の下で、低賃金はおろか、婦女子

の長時問労働によって作り出されている現実に目

を向けるよう訴えている。

　これに触発されて、翌年97年2月インターネ

ット上でNike－Boyco質のホームページを発見し、

事の重大さを知るに至った21。とはいえインター

ネット上でのニュースノースの信頼性がどの程度

のものか定かでない。そこで一定の距離を置きな

がらこの問題を眺めてきた。その結果、以下の経

緯から信愚性の高い情報であることが確認でき

た。96年10月、米国CBSNEWS48housがrベ
トナムにおけるNIKE問題」を特集し、これを受

けた形で、Nike－BoycOUのH　Pが立ち上がり、米

国を中心とする新聞各紙がNike　Plantの不当労働

行為を次々に報道しはじめた。

　こうしたアメリカの有カマスメディアが相次い

で取り上げていることを一つの判断材料とし、し

かもこれが多国籍企業の抱える一般的な問題（生

産の低コスト化に伴う低賃金、不当労働行為、人

権侵害など）にとどまらず、スポーツグッズの生

産に関わる問題であり、スポーツマーケティング

戦略の一環に組み込まれていることから、私はこ

の問題が「スポーツ問題」であると認識するに至

った。しかも、残念なことにこうした問題につい

てわが国ではほとんど報道されず、青少年のナイ

キフィーバーだけが取り上げられ、脳天気なナイ

キシンドローム状態が作り出されてしまったので

ある。

　そこでこれらの間題をどのように考えたらよい

のか、以下にいくつか検討の素材を提示してみた

い。

皿　NIKEのマーケティング戦略

1．NIKE企業の誕生と拡大

　まず、Nlke企業の誕生とその発展の経過を時

系列的に見ておきたい。

　1962：P．Knight（Nike設立者）、スタンフォー

　　　ド・ビジネス・スクールにてMBA取得。

　　　日本の安い労働力によるシューズ生産で、

　　　アディダスに対抗しうる内容の論文。

　1964：ブルー・リボン・スポーツ（BRS）設立。

　　　日本のタイガーブランドの輸入代理店。

　1971：Nikeの命名。スウォシュマーク（ポー

　　　トランド州立大デザイン科女子大生キャロ

　　　ル・デビットソン；デザイン料35ドル）

　1972：Nlkeが日商岩井と独占取引契約。テニ

　　　ス界に進出するためにテニスプレーヤーの

　　　イリー・ナスターゼと宣伝契約を結ぶ。

　1973：フユーチャー・オーダー・システム

　　　（futureordersystem）導入。在庫管理、需
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　　要予測、適量生産。

19751生産拠点をアジアにシフト。韓国、台湾

　　など。

1978：社名をBRSからNike　Inc．へ変更。

1979：世界統轄本部をビーバートンに構える。

　　エアー・クッションシステム開発。米国マ

　　ーケットシェアーが50％台。

1981：ナイキジャパン；日商岩井との合弁会社

　　設立。Nike　Intemational　Ltd，設立。40ケ国

　　以上で発売。

1985　「エアー・ジョーダン」第1号。Mジョ

　　ーダンと契約

1988：広告キャンペーン開始。スパイク・リー

　　が登場する広告。Just　Do　Itスタート。

且989：Bo　KnowsのCM人気。選手契約とコレ

　　クション戦略で販売拡大。

19931ナイキジャパン、日商岩井から買収。「エ

　　アーマックス」シリーズ発売。

1994：P．L．A，Y．（Participate　in　the　Lives　of

　　Amehcan’s　Youth）米国人子どものスポー

　　ツ参加支援プロジェクト立ち上げ。

1995　「エアー・マックス95」発売。野茂英

　　雄との契約。

1996　ナイキタウン。ニューヨークに誕生。

1997．ナイキ組織、本社は米国ポートランド、

　　香港とアムステルダムにヘッドクォータ

　　ー。支社は65。

2．NIKEは生産工場を持たず、生産委託方式を

　　とる。

（1）生産委託拠点

　1972年、それまでの鬼塚タイガーシューズの

販売に代え、Nikeブランドとして、独自の良質

シューズの生産に取りかかった。それを可能にす

るのは当面日本のメーカーでしかないとし、日本

で（日本ゴムと）委託生産を開始する。しかし70

年代後半から生産コストをダウンさせるために、

労働力の安い東南アジアに委託生産工場を移しは

じめる。韓国から台湾へ、そして80年代からイ

ンドネシア、さらに95年からはベトナムヘと生

産工場を変え、最近では中国へ大きくシフトし全

生産量の3割を超える程である。

（2）これらの委託生産は主に韓国企業が請け負

　　　っていて、NIKEは経営責任は持たない。

　後述するが、Nikeの独特の戦略は、注文生産

方式（血血re　order　system）を採っていることであ

る。これは、予め注文があった量のシューズを生

産すればよく、売れ残りの心配が無くなるだけに、

製品を合理的に管理でき、その分のコストも低く

押さえることが出来る。ちなみにこのNlkeの注

文生産販売方式は、小売店を拘束し、わが国の独

占禁止法に抵触するとして、98年6月29日、公

正取引委員会から排除勧告がなされた。

　またベトナムでは、生産工場の管理者が韓国人

で、彼の工場管理は極めて杜撰であった。Nike

社への納品から利益を得るために生産コストを引

き下げねばならず、そのために、労働管理を厳し

くし、過重・長時間労働を強いる。労働環境を劣

悪にし、低賃金で済む婦女子の労働力に依存し、

さらにはrセクハラ」が日常化する状況下になっ

ていた。

3．NIKEマーケティング戦略

（1）スポーツシューズ戦争（：vs　リーボック）

　　のための宣伝戦略

　マーケティング戦略は生産から消費までの全過

程を視野に入れているが、とりわけ、消費者への

販売戦略はことのほか重要なことはいうまでもな

い。そしてそこでの広告宣伝の果たす役割は、歴

史が物語るように、新らしい消費意欲をかき立て

ることであり、欲望再生産の装置として重視され

ている。Nike社はこの広告戦略を最大限活用し、

Nikeブランドヘの消費意欲を醸成してきた。

　その戦略はテレビのCMに注がれている。世界

的に知名度の高いスーパーエリート選手との契約

をもとにCMでの露出度を高め、ロゴを効果的に

使用したトップダウン方式の宣伝を繰り広げてい

る。宣伝は、これまでの新商品やカタログ紹介の

ようなモノに関する情報宣伝ではなく、徹底した

企業やブランドを情報化したイメージ戦略を展開
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している。r世界で通用する商品を、契約アスリ

ートを使ってイメージづくりするスポーツマーケ

ティング」である。

　契約選手との契約料は、例えば、ブラジルサッ

カー代表チームとの契約料が2億ドル（94年）、T，

ウッズとの契約は7年間で4000万ドル（96年）、

そしてNikeの看板であるM．ジョーダンは年間数

百万ドルを手にしている。95年段階でM．ジョー

ダンに支払われている金額は、インドネシアの

Nike工場で働いている女性労働者3万人分の年

収以上であり、M．ジョーダンは、アジアでのNikc

生産工場の実態を知りつつ、そのことには黙り込

みを決めている、とG，H．セージは指摘している3）。

　Nlke企業のテレビコマーシャル費は、96年の

アトランタオリンピック時、ライバル企業のリー

ボックのそれに対して1500万ドルも多い、3500

万ドルとなっている。

　これだけの宣伝費をつぎ込むためには、それな

りの利益を生まなければならない。その収益確保

が下請け契約工場に対するコスト削減要求によっ

てなされている。これをスウェットショップ（搾

取工場）とNike－Boycottグループは呼び、マスコ

ミも取り上げる。その一例はNikeの『97年度売

り上げ決算書』で推察できる。

図表　売上原価率と粗利益率の推移（売上高対比）

売上高は1988年の12億ドルから97年の92億ド

ル（7．6倍）に対し、粗利益は同期4億ドルから36

億ドル（92倍）しかも、売上原価率は1989年の

63％から97年には60％に低下している。製造費

コストの低下がいかに利益を上げているか窺いし

ることができる4）。

（2）フユーチャー・オーダー・システム

　さらに、商品の在庫をできるだけ少なくする戦

略として確実に捌ける量を予め確定するシステム

を導入した。小売店から半年前に注文を受け、追

加生産は行わない。そして、小売店からの返品は

受け付けない。それだけでなく売れ残ったシュー

ズの安売り販売を禁止し、値崩れ対策を徹底して

貫いた。完全な注文生産販売システムとしてのフ

ユーチャー・オーダー・システムである。しかし

年間2度のオーダーでは、製品の出荷に時間がか

かり、小売店の要求に対応しきれないと見て、96

年からは4シーズン制に切り替えた。これにより

生産工程をスピードアップしたが、それだけ生産

工場ではノルマ割り当てがきつくなり、強制的労

働の負担が増していく。

4．NIKE工場における生産労働の実態
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出所　NKE，An陶alRepσt．各年度版より作成。
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＿粗利益

出典：PARC『オルタ臨時増刊』1998．m

　強制的労働の実態が如何なるものであるか、以

下でその一端を見ておきたい。内容は、いずれも

Nikc－Boyc砿のホームページから。

（1）ベトナムの場合。「Nike工場におけるベト

ナム労働者調査レポート」は概要以下のように取

り上げている。①給与面では、日給1ドル60セ

ントでベトナムの最低賃金の月45ドルに満たな

い。②労働時間・環境面では、8時問シフトで1

回のトイレと2回の吸水のみ。工場稼働20時間

中2時間しか医者はいない。疲労、熱、栄養不足

で失神状態の者が多発。③体罰・セクハラが横行。

些細な失敗で炎天下に膝たちでの強制。トイレ・

工場の清掃。他の社員が見ている中で外国人上司

にしりや胸を触られる。

（2）インドネシアの場合。Max　White氏（Justice

Do　lt　Nikeコーディネーター）のインドネシア調
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査にもとづくインタビュー（1996年9月22日）

発言から。労働者は週80時間働かせるが給料は

2倍にならない。残業せずに帰ると、トイレ掃除

や雑用を押しっけられたり、他の労働者の前に立

たされたりする。ストライキに参加するとブラッ

クリストに載り、同業種では二度と働けない。き

れいな女性は支配人の事務の手伝いをさせられ、

妊娠するまでセクハラされ、妊娠するともとの職

場に戻される。仕事で指を切断した女性にたった

25ドルしか支払わなかった。Nikeは労働者の団

結を禁止していないが、軍がすぐ鎮圧してくれる

ように賄賂を贈っているようだ。

（3）中国の場合。アジア監視支援センター及び

香港キリスト教産業委員会の「中国スポーツシュ

ーズ工場の労働条件：NikeとRecbockの靴製造」

（1997年9月）からrwellco工場」の実態。韓

国資本の工場で従業員8000人、18才から25才

までが中心。男女比1対7。中国の労働法とNike

の管理契約に違反した1日ll時問労働。2～4

時間の超過勤務でこれを拒否すれば罰金や減俸。

最低賃金法（42ドル）に違反し、30から40ドル。

仕事中指の切断、熱や煙による失神、有毒薬品で

の死亡、皮膚炎、頭痛呼吸困難を訴える者多数。

深夜残業でも翌日欠勤すれば解雇。

　また、劣悪な労働環境が人体を著しく汚染して

いる実態も報道されている。New　York　Times

　（1997年11月8日）は、Eamst＆Yo㎜gが書い

たNike企業の内部査察報告書からベトナムの

Nike工場の危険性を暴露した。工場労働者は化

学薬品による発ガン性物質に汚染された環境にあ

り、それは通常、基準の177倍にも達し、従業員

の77％が呼吸障害を被っていると。

H．日本のNIKE問題報道

1．アメリカにおけるNIKE問題の報道

　各国のこうしたNike契約工場の過酷な労働実

態をそれぞれの国の人権擁護委員会や労働者の権

利擁護団体が90年代の早い時期から取り上げ、

Nike企業への改善要求を含め、世界に訴え続け

てきた。これを受け、アメリカのマスメディアも

様々な形で取り上げてきた。1996年5月28日

K皿ight　Ridder　ThbuneがNikeはベトナム、イン

ドネシア、中国の女性労働者からだけでなく、パ

キスタンの子どもの労働にも依存していることを

報じている。以下主立った報道誌紙を上げると、

ThcJoumalofCommercc（1996年10月24日）、

Washington　Post（1996年11月3日）、Wisconsin

StateJoum田（1996年ll月17日）、TheSan
Francisco　Examiner（1996年12月5日）、The　Los

AngelcsTimes（1996年12月8日）、US，News＆

World　R」epon（1996年且2月16日），The　Boston

Globe（1996年12月22目），TheNewYorkTimes

（1996年12月25日）、TheChicagoT－bune（且997

年4月4日〉、The　Guardian（1997年4月15日）

等々。これらの誌紙はいずれも初出のものを上げ

たが、その後何回となく、Nike問題を報道して

いる。

　はじめにも触れたが、アメリカのCBS　NeWs

48Hoursのレポートは、Nike－Bovcott運動に大き

なきっかけを与えたものである。それは以下のよ

うな内容である。①ベトナムのNike労働者は、

一時問平均20セントの賃金。②15名の女性労働

者は、監督者から頭を殴られている。③45名の

女性は、両手を上げたまま25分間グランドに脆

くことを命じられた。④韓国人監督者は、女性労

働者へのセクハラで訴えられた直後、韓国に逃げ

てしまった。

2．わが国におけるNIKE問題の紹介

　この問題に対するわが国の報道は、これまでほ

とんどなされていない。1996年頃に起こったNlke

シンドロームの報道は全国を駆けめぐっても、そ

の裏側で起こっているスポーツグッズ生産に関わ

る悲惨な労働や人権侵害の実態は、何一っ報道さ

れなかった。アメリカの各紙が取り上げ、インタ

ーネットでボイコット運動を取り上げていること

を、わが国のマスコミが知らないことはまずあり

得ない。わが国のマスコミは、彼ら自体もまた

Nlke戦略に取り込まれているようだ，あの強烈
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なスーパースターM．ジョーダンやP．サンプラス、

A．アガシそしてT．ウッズを登場させた奇抜なC

Mに。NikeのCM広告を一手に手がけてきたワ

イデン＆ケネディ社51の虜になってしまってい

る。

（1）新聞雑誌マスコミの記事

　わが国で扱われたNike問題は「エアーマック

ス狩り」であり、一足の値段が10数万円で売ら

れるオタク現象である。新聞・マスコミ報道は、

Nikeにあこがれる子どもたちの過度な行為に対

する社会批判であって、これらの報道でむしろ

Nikeそのものは、超人気ブランドとしてその存

在性をクローズアップされている。快適生活ナビ

ゲート雑誌として創刊した『G曲e［ギリー］』61

（lg97．1）はNike特集でデビューを飾ったのも

こうしたわが国のマスメディアの流れに沿ったも

のであった。もはや巨大化したN置ke企業に刃向

かう愚かなドンキホーテになるメディアは　1998

年までついに現れなかった。

　『Newsweek』の日本版98年4月1日号でr崩

れはじめたナイキ神話」を取り上げ、98年にな

ってNikeが「クール』でなくなってきたことを

掲載した。Nike人気のかげりは、「外国の工場で

の労働慣行を厳しく批判され……96年に人権活

動家が企業の外国拠点の労働条件にスポットを当

てたとき、ナイキは格好の標的となった」ことな

どが誘因であると論じている。さらには、ドキュ

メンタリー作家のMムーアがr企業批判」とし

てNikeを対象にrザ・ビッグ・ワン」のドキュ

メンタリー映画の公開を取り上げた7）。Nikeに関

するマイナス企業戦略の実態がようやくわれわれ

も目にするところとなったが、記事はいずれも海

外からのものでしかない。

　わが国の全国紙がNikeのマーケティング戦略

のマイナス面をはじめて取り上げたのは、1998

年5月i8日『日本経済新聞』である。『日経』記

事の内容は、5月12日、ナイキのP．ナイト会長

がrインドネシアでの最低賃金を15％増やすこ

とや最低就業年齢を14才から18才に引き上げ

る」ことを言明したことに触れ、同時にNikeが

労働条件の批判の高まりで収益が下がっているば

かりでなく、サンフランシスコやシカゴ、オース

トラリアなどで起きているデモ、またサンダース

下院議員の批判に今後どう対処していくか、とし

たものである8）。これとてもロサンゼルスの特派

員報告である。

　その後、6月30日、ナイキジャパンがr小売

店にスポーツシューズの希望価格を守るように指

示した」ことで、公正取引委員会から「独禁法違

反』が下された内容を報じた動。この報道は『朝

日』や『毎日』ゆなどでも取り上げられたが、『日

経』ほど詳しくはないm。

　その他のNikeに関する情報は、翻訳紹介も含

めほとんどがNike戦略分析ないしはサクセスス

ポーツストーリーに当てられている。r成功企業

に学べ」と副題化された『ベスト・プラクティス

革命』［2｝をはじめJ．B．シュトラッサー＆1．Lベッ

クランド／白土孝訳『スウッシュ：NIKE「裏社

会史」挑発と危機と革新の「真実』』1｝1、ドナル

ド・カッツ／梶原克教訳『ジャスト・ドゥ・イッ

ト　ナイキ物語』141など。また『広告批評』（19984，

1）のNlke　CM戦略分析は、わかりやすく、読

むものをその世界へと誘う。確かにNikeのCM

は迫力があり見るものをこれまでとは異質の世界

に誘惑する。特集の時期が遅れタイミングを失し

たとはいえ、「Nikeのクリエーティブ』特集は、

諸手をあげてNike広告のすばらしさをかき立て

る論調である。Nikeに対する批判的な言説に

「Nikeは常にスポーツの世界に強い信念を持ち

続けるブランドであり、こうした信念を積極的に

伝え続け」15）ることでマイナスイメージを吹き飛

ばしてきた、と評価するところからはじまるから

である。

　Nike戦略の更なる特長は、スーパーアスリー

トからストリートチルドレンに至るまで、スポー

ツ参加への支援を強調することにある。子どもた

ちへのスポーツ環境支援は、P．LA．Y，（Pa由clpate

mthe　Lives　ofAmerican　Youth）として展開されて

おり、Nike　Just　Do　It　Fundから100万ドルが拠出

され、その他にクラブ支援に65万ドル、さらに
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地域クラブに対し15万ドルと、草の根スポーツ

の活動を行っている’6）。

　だがこれらはあくまでも突出したNike戦略の

一面でしかない。マイナスのNike企業戦略を語

るものはでてこない1”。

　著名なスポーツジャーナリストK氏もこの件

では目をつむる。「何故取り上げないのか」と質

すと、それは「守備範囲jを超えているからだと

かわす。

　そうした中で、アジア太平洋資料センターから

『NIKE：Just　DONT　Do　It：見えない帝国主義』181

が発売され、これまでのマイナスNlke戦略が紹

介された。主に、Nike－Boyco槌キャンペーンの部

分的な翻訳紹介である。その目次は以下のように

なっている。朴根好「ナイキとアジアー『搾取の

芸術』、夕涼良太郎「ナイキのブランド戦略一勝

利の女神、スウッシュマークは、おカネの女神、

弁天様？、北澤譲「赤色のスウッシュはニワトリ

のとさか一ベトナムのナイキエ場」、佐伯奈津子

rあなたの靴と私たちの涙一インドネシアのナイ

キ労働者j、大井智弘「NIKEはなぜスポーツシ

ューズをタイでつくらなくなかったか」、アジア

モニター資料センター／香港キリスト教工業委員

会r役に立たない企業行動規範！一中国・スポー

ツシューズ工場の労働実態」、金子文夫r急成長

するナイキー決算報告書から見えてくるもの」。

総ぺ一ジ88とほんのちょっとした冊子で、表現

されている言葉はきっいが、訴える中身は重い。

　すでに述べてきたような東南アジアでのN置ke

シューズ下請け工場の労働実態が、ここでもリア

ルに語られている。そして、こうした悲惨な労働

による搾取をやめさせる方法の一っに、政治的な

民主化と労働組合の結成があることをタイの事例

をもとに紹介している。大井は、1993年には8

っのナイキ下請け工場が操業し、700万足以上を

生産していたナイキがタイでシューズを作らなく

なった理由を、以下のように論じている。その後

の急激な経済発展で国内労働賃金が上昇し、近隣

諸国の3から6倍に達した。それだけでなく、政

治の民主化への動きが職場での労働組合を結成さ

せ、その上タイは儒教精神に欠け服従を嫌う文化

性があり、こうしたことを考慮してNikeはタイ

から撤退していった19）。

おわりに

　NikeのP．ナイトは「われわれにとってのマー

ケティングとは、製品についての認識を高めるこ

とであり、われわれのしていることを気づかせる

ためのもの」で、Nlke社のねらいは「マーケテ

ィング企業」になることでなくrスポーツ企業」

になることにあるという2①。だがこれまでのNike

仕の成長は少なくともrマーケティング戦略」に

よるものであり、そこにはマイナス面が含まれて

いる。Nlkeはrしていることを気づかせること」

に半ば成功してきた。その過程ではマスコミのカ

も大いに利用した。それがrNikeのマーケティ

ング戦略』そのものであった。だが、同時にマイ

ナス面をも含んだrマーケティング戦略」になっ

ていることに気づかされたのは何とも皮肉であ

る。98年5月12日のP．ナイトの記者会見による

声明文の発表は、その自覚であった。

　GH．セージが指摘するように、スポーツはそれ

に参加することと、そこで纏う用具に目を向ける

ことでその教育が考えられなければならない。ス

ポーツはそれらの要件に加え、さらに扱う器具・

施設、そしてそれを構成する空間全体から成り立

つものである。この全体空間を支える諸関係が調

和的に結びつくように常に省みられなければ、ス

ポーツ空間そのものが崩壊することになる。この

スポーツ空問は、もはやグローバルに広がってい

る。グローバルな関係を無視してスポーツ空間の

広がりや深まりは不可能である。

　Nlkeのスポーツ企業戦略は、アメリカの子ど

もたちをスポーツに誘う活動を積極的に展開する

が、その反面で、東南アジアの子どもたちがスポ

ーツヘの接近はおろか、人権さえ無視されている

ところに成り立っている。東南アジアの子どもた

ちの犠牲の上に、アメリカの子どもたちのスポー

ツ活動が支えられているという構図を、われわれ
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も真剣に考えなければならないだろう。

　そしてこれは、Nike社だけの問題にとどまら

ず、他の多国籍化したスポーツグッズメーカーに

も及ぶ問題であり、Nike社だけの特殊事例とす

ることはできない。このことも合わせて考えてい

かねければならないだろう。
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